
福
岡
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定
に
つ
い
て 

新
旧
対
照
表 

  

（
条
例
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
表
ニ
項
下
欄
の
規
則
で
定
め
る

施
設
） 

第
十
七
条 

条
例
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
表
ニ
項
下
欄
の
規
則
で

定
め
る
流
通
業
務
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
用

に
供
さ
れ
る
施
設
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
別
積
合
せ
貨

物
運
送
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
九
州
運

輸
局
長
が
積
載
重
量
五
ト
ン
以
上
の
大
型
自
動
車
が
お
お
む
ね

一
日
平
均
延
べ
十
回
以
上
発
着
す
る
と
認
定
し
た
も
の
又
は
物

資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八

十
五
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
総
合
効
率
化
計
画

に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
流
通
業

務
施
設
（
以
下
「
特
定
流
通
業
務
施
設
」
と
い
う
。
）
に
該
当

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
法
第
六
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
知

事
か
ら
の
意
見
聴
取
に
お
い
て
、
周
辺
の
市
街
化
を
促
進
す
る

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
市
街
化
区
域
内
に
立
地

す
る
こ
と
が
困
難
若
し
く
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
旨

の
意
見
が
あ
っ
た
も
の 

二 

倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
倉
庫
業
の
用
に
供
さ
れ
る
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
倉
庫
の
う
ち
、
九
州
運
輸
局
長
が
積
載
重
量
五
ト
ン

以
上
の
大
型
自
動
車
が
お
お
む
ね
一
日
平
均
延
べ
十
回
以
上
発

着
す
る
と
認
定
し
た
も
の
又
は
特
定
流
通
業
務
施
設
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
第

六
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
か
ら
の
意
見
聴
取
に
お
い
て

、
周
辺
の
市
街
化
を
促
進
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
、

か
つ
、
市
街
化
区
域
内
に
立
地
す
る
こ
と
が
困
難
若
し
く
は
著

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
意
見
が
あ
っ
た
も
の 

 ２ 

（
略
） 

改 

正 

案 

福
岡
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
） 

（
条
例
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
表
ニ
項
下
欄
の
規
則
で
定
め
る

施
設
） 

第
十
七
条 

条
例
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
表
ニ
項
下
欄
の
規
則
で

定
め
る
流
通
業
務
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
用

に
供
さ
れ
る
施
設
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
別
積
合
せ
貨

物
運
送
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
九
州
運

輸
局
長
が
積
載
重
量
五
ト
ン
以
上
の
大
型
自
動
車
が
お
お
む
ね

一
日
平
均
延
べ
十
回
以
上
発
着
す
る
と
認
定
し
た
も
の
又
は
流

通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定

総
合
効
率
化
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定

す
る
特
定
流
通
業
務
施
設
（
以
下
「
特
定
流
通
業
務
施
設
」
と

い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
法
第
四
条
第
八
項

の
規
定
に
よ
る
知
事
か
ら
の
意
見
聴
取
に
お
い
て
、
周
辺
の
市

街
化
を
促
進
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
市
街

化
区
域
内
に
立
地
す
る
こ
と
が
困
難
若
し
く
は
著
し
く
不
適
当

と
認
め
ら
れ
る
旨
の
意
見
が
あ
っ
た
も
の 

二 

倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
倉
庫
業
の
用
に
供
さ
れ
る
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
倉
庫
の
う
ち
、
九
州
運
輸
局
長
が
積
載
重
量
五
ト
ン

以
上
の
大
型
自
動
車
が
お
お
む
ね
一
日
平
均
延
べ
十
回
以
上
発

着
す
る
と
認
定
し
た
も
の
又
は
特
定
流
通
業
務
施
設
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
か
ら
の
意

見
聴
取
に
お
い
て
、
周
辺
の
市
街
化
を
促
進
す
る
お
そ
れ
が
な

い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
市
街
化
区
域
内
に
立
地
す
る
こ
と
が

困
難
若
し
く
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
意
見
が
あ

っ
た
も
の 
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（
略
） 

現 

行 


